
平成30年１月４日（木曜日） 号外第１号 1北　　海　　道　　公　　報

目　　　　　　　　　　次 ページ

北海道公報
発行　北 海 道

編集　総 務 部
　　　法務・法人局
　　　法 制 文 書 課

電話　011－204－5035

FAX　011－232－1385

訓 令

○北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令  （人事課）　 1

訓 令

北海道訓令第１号

本　　　　　庁

出　先　機　関

　北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成30年１月４日

北海道知事　高　橋　はるみ

　　　北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令

　北海道事務決裁規程（昭和41年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。

　別表第４の総合振興局等の本庁経済部の分掌事項第10項第１号中「通訳案内士登録簿」を

「全国通訳案内士登録簿」に改め、同項第２号中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改

め、同項第３号中「通訳案内士登録証（以下この項において「登録証」という。）」を「全

国通訳案内士登録証」に改め、同項第４号中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に、「登

録証」を「全国通訳案内士登録証」に改め、同項第５号中「登録証」を「全国通訳案内士登

録証」に改め、同項第６号中「第25条第１項」の次に「又は第２項」を加え、「の抹消を行

う」を「を取り消す」に改め、同項第７号を次のように改める。

　　⑺ 　第25条第３項の規定に基づき、登録を取り消し、又は名称の使用の停止を命ずるこ

と。

　別表第４の総合振興局等の本庁経済部の分掌事項第10項第８号中「通訳案内士」を「全国

通訳案内士」に、「抹消する」を「消除する」に改め、同項第９号及び第10号を削り、同項

第11号中「通訳案内士」を「全国通訳案内士」に改め、同号を同項第９号とし、同号の次に

次の２号を加える。

　　⑽ 　第57条において準用する第18条の規定に基づき、地域通訳案内士登録簿に登録を行

うこと。

　　⑾ 　第57条において準用する第21条第２項の規定に基づき、地域通訳案内士の登録を拒

否する旨の通知を行い、及び申請者の求めに応じ、職員に意見を聴取させること。

　別表第４の総合振興局等の本庁経済部の分掌事項第10項第18号を削り、同項第17号中「登

録証」を「全国通訳案内士登録証」に改め、同号を同項第24号とし、同項第15号及び第16号

を削り、同項第14号中「登録証」を「全国通訳案内士登録証」に改め、同号を同項第21号と

し、同号の次に次の２号を加える。

　　22　省令第21条の規定に基づき、業務の廃止等の届出を受理すること。

　　23 　省令第22条第１項の規定に基づき、登録を取り消し、又は名称の使用の停止を命じ

た旨を通知すること。

　別表第４の総合振興局等の本庁経済部の分掌事項第10項中第13号を第20号とし、第12号を

第19号とし、同号の前に次の７号を加える。

　　⑿ 　第57条において準用する第22条の規定に基づき、地域通訳案内士登録証を交付する

こと。

　　⒀ 　第57条において準用する第23条第１項及び第２項の規定に基づき、地域通訳案内士

の登録事項の変更の届出を受理し、及び地域通訳案内士登録証の訂正を行うこと。

　　⒁ 　第57条において準用する第24条の規定に基づき、地域通訳案内士登録証の再交付を

行うこと。

　　⒂ 　第57条において準用する第25条第１項又は第２項の規定に基づき、登録を取り消す

こと。

　　⒃ 　第57条において準用する第25条第３項の規定に基づき、登録を取り消し、又は名称

の使用の停止を命ずること。

　　⒄ 　第57条において準用する第26条の規定に基づき、地域通訳案内士の登録を消除する

こと。

　　⒅ 　第59条において準用する第34条の規定に基づき、地域通訳案内士に対し、必要な報

告を求めること。

　別表第４の総合振興局等の本庁経済部の分掌事項第10項に次の６号を加える。

　　25 　省令第37条において準用する省令第16条第３項の規定に基づき、登録申請者等に対

し、住民票の抄本等を提出させること。

　　26 　省令第37条において準用する省令第19条第３項の規定に基づき、登録事項の変更を

した旨を旧住所地を管轄する都道府県知事に通知すること。

　　27 　省令第37条において準用する省令第20条第２項の規定に基づき、地域通訳案内士登

録証の返納を受理すること。

　　28 　省令第37条において準用する省令第21条の規定に基づき、業務の廃止等の届出を受

理すること。

　　29 　省令第37条において準用する省令第22条第１項の規定に基づき、登録を取り消し、

又は名称の使用の停止を命じた旨を通知すること。
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　　30 　省令第37条において準用する省令第22条第２項の規定に基づき、地域通訳案内士登

録証の返納を受理すること。

　別表第４の総合振興局等の本庁経済部の分掌事項第21項を削る。

　　　附　則

　この訓令は、平成30年１月４日から施行する。


